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災害情報システムの効果的な実装手法に関する研究 
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概要：阪神・淡路大震災を契機に災害対応における情報システムの有効性が広く認知されることとなった。現在まで
多数の IT ベンダーによって災害情報システムが開発・導入されており、その有効性を示す事例がメディア等で散見
される。しかし災害情報システムを導入していながら、発災時には活用されない、また当初の期待に応えられていな

い事例も多数存在している。本研究では、枚方市総合防災訓練において提供した避難者情報管理のソフトウェアを利
用したユーザの意見から、依頼者の要求通りに構築したソフトウェアが運用時には十分に活用できない状況が起こり
うることを明らかにする。その上で、災害情報システムの運用上のリスクをインタビュー調査から抽出し、これが既

存のシステム・ソフトウェア開発上の一般的に認められる知識を纏めた知識体系(BOK)においてほとんど対応されて
いないことを明らかにした。 
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1. はじめに  

平成 7 年に発生した阪神・淡路大震災を契機に，災害対

応の迅速化・効率化を目的とした情報システム （以下災害

情報システム）が大きく貢献しうることが認識されるよう

になった．これ以降，多くの IT ベンダーによって災害情報

システムが開発・導入されており，新潟県中越地震や東北

地方太平洋沖地震を代表とする数多くの災害においても，

こうしたシステムが災害対応に貢献した事例はメディアや

論文で散見される． 

しかしながら，真田ら[1]，また山崎[2]による調査などか

ら，発災時に災害情報システムが活用されない，また期待

通りの貢献ができていない実態が明らかになっている．こ

うした問題に対して，災害リスクに対応した情報システム

が持つべき特徴を示した RARMIS 概念や，また個別の災害

情報システムに焦点を当てた研究において再利用可能な知

見が多数示されている．しかしながら，未だ災害現場では

情報システムが活用されない，また当初の目的を達成でき

ていないなどの問題が発生している．この問題の原因とし

て，既存研究で明らかにされた知見が個々の論文で概念的

に示されるにとどまっており，これらがシステム・ソフト

ウェア開発の文脈で体系的に示されてこなかったことが考

えられる． 

本研究では，2019 年 6 月に行われた枚方市総合防災訓練

において避難者情報管理のためのソフトウェアを提供し，
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アンケート調査によって災害情報システムに必要な要素を

明らかにした．これをシステム・ソフトウェア開発の文脈

で示すため，当該領域で一般的に認められた知識を記述し

た知識体系（BOK）において，対応する知識の有無の調査

を行なった． 

2. 背景 

2.1 災害情報システムの普及 

 阪神・淡路大震災を契機に，災害時の情報の重要性が認

識されるようになり，現在まで様々な災害情報システムが

開発・導入されている．例えば，阪神・淡路大震災の際に

は GIS（地理情報システム）を用いて倒壊家屋解体撤去作

業の受付業務の効率化が行われた[3]．また 2004 年に発生

した新潟県中越沖地震では，罹災証明発行システムが開発，

運用された[4]．近年では，災害対応に関わる様々な業務を

総合的に支援するための情報システムが開発・導入されつ

つあるなど，災害対応の現場における情報システムの存在

感は災害を経るごとに高まっている．伊勢らによる全国の

市区町村への災害情報システムに関する調査[5]において

も，災害情報システムの必要性を問う設問に対して有効回

答数の内 95%の自治体が，災害情報システムが「必要」だ

と回答している．また自治体以外にも，省庁などの行政機

関や公共機関，また支援団体などの民間組織においても災

害対応に関わる様々な情報システムが整備されている状況

がある． 

2.2 災害情報システムの運用上の問題 

 災害情報システムが普及する一方で，こうしたシステム

が発災時には十分に活用されない，また当初の期待に十分

に応えられていない事例が多数存在する．真田らによる国
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土交通省各地方整備局の災害対応経験者へのヒアリング調

査では，システムの「入力の負荷が大きい」といったこと

や「作業の効率化に繋がっていない」といった指摘がされ

ており，また２箇所の地方整備局において入力が煩雑なた

めデータが入力されずシステムが有効に機能していない実

態が明らかになっている[1]．また山崎による熊本地震で被

災した熊本市の支援課に対するインタビューでは，被災者

台帳システムが住民登録外の住民に対して対応できず処理

上で様々な支障が発生していることや，複数の部署が独自

の台帳・名簿システムを利用したために被災者に関するデ

ータが入力されなかったなどの問題が述べられている[2]．

こうした問題は行政内部に閉じたシステムだけに限定した

ものではない．平成 30 年 7 月豪雨の際は EMIS（広域災害

救急医療情報システム）に対して広島県内の医療機関によ

る被害状況の入力が滞ったために，給水支援などの手配に

遅れが生じるなどの問題が発生した[6]． 

2.3 関連研究 

 災害情報システムの運用時に発生する問題に関する研究

は 20 年近く前まで遡ることができる．RARMIS 概念は阪

神・淡路大震災で被災家屋の解体撤去業務における情報支

援を行った経験から，災害時のリスクに対応した情報シス

テムに求められる要素を概念として示している[7]．また，

真田らによる研究では，国道交通省地方整備局の災害情報

共有システムにおける運用時の問題点を分析し，システム

の再構築とその評価を通して業務の進め方を尊重したシス

テム機能を整備する重要性について述べている[1]．さらに

伊勢らによる研究では，災害時に都道府県の災害情報シス

テムが十分に活用されない原因として地方自治体と都道府

県とでシステムに求める機能が異なるっていることを明ら

かにし，災害情報システムのあり方として，入力者にとっ

て活用しやすいシステム，また自治体の多様性を反映する

柔軟なインターフェイスなどが提言されている[13]． 

 これらの研究においては，いずれも評価実験が行われ，

その成果の有効性が明らかにされている．しかしながら，

こうした研究成果の蓄積があるにも関わらず，近年におい

ても 2.2 で示したような問題が解決されずに発生し続けて

いる．これは，既存研究において対象としていなかった運

用時の問題が発生しているケースも確かに存在する．しか

しながら，その多数で，既存研究で対象とされていたもの

と同様の問題が発生している．この原因として，本研究で

は既存研究の成果が，システム・ソフトウェアの開発者に

とって活用可能な形で示されていないことが原因だと考え

る．例えば，上記で挙げられた研究においても，得られた

知見は示されているものの，それはあくまで概念的なレベ

ルに留まっている．これが開発時に活用されるためには，

システム・ソフトウェア開発上の文脈で示す必要がある． 

3. 研究目的 

 関連研究で得られた有用な知見をシステム・ソフトウェ

ア開発上の文脈で示すためには，知識体系 （BOK）のよ

うな一般的に認められた具体的な知識群の中で対応するも

のを抽出することが考えられる．しかし，災害情報システ

ム特有の問題に対応するような知識は広く一般的に認めら

れていない，また相反するような知識が存在するのではな

いかと考えられ，この検証を行う必要がある．本研究では

まず，ユーザの要求通りに構築したソフトウェアが災害時

に近い状況で問題なく稼働するかどうかを検証する．これ

は利用者に対してインタビュー調査を行い，そこから災害

情報システムの運用時に発生した問題とその要因を抽出す

る．その上でこうした要因が，知識体系など一般的に認め

られた既存知識が対応しているかどうかの調査を行う． 

4. 運用可能性の検証および問題原因の分析 

 この章では，枚方市総合防災訓練において，依頼者の要

求に基づいたソフトウェアが高い満足度を得られるかどう

かの検証をインタビュー調査によって行う．また同時にそ

こから災害情報システムに特有の運用上のリスクに関する

意見を獲得する． 

4.1 枚方市総合防災訓練 

 2019 年 6 月 16 日に大阪府枚方市において，地震災害を

想定した住民参加型の総合防災訓練が実施された．この訓

練では市役所内に災害対策本部を設置して災害対応の訓練，

市内４ヶ所に避難所を開設し，住民の避難訓練を行い，ま

た市役所職員等による避難所開設・運営の訓練も行われた．

さらに訓練の中では，避難所と災害対策本部間の避難者情

報の共有に関する訓練も行われた．枚方市では従来，避難

者の情報を避難所で住民に紙に記入してもらい，それを転

記して FAX で教育委員会へ送信し，そこで情報システムに

入力されることとなっていた．しかし，大阪北部地震の際

に避難者情報の共有が円滑に行われなかった経験から，情

報伝達のフローを変え，更に情報システムを導入すること

で避難者情報の管理，共有をより効率的に行うことを目指

している．この機会を活用し，筆者が簡易な避難者情報管

理のためのソフトウェアを提供して訓練で活用してもらう

こととした．訓練のような災害時に近い状況で利用しても

らうことで，実運用時に発生し得る問題を部分的に確認す

ることができる．また自らが提供するソフトウェアに対し

て評価を受けることで，問題の根本的な要因や背景を理解

することが可能である． 

避難者情報共有の訓練は以下のような順で行われた．まず

避難所において，住民によって避難者名簿に情報を記入し

てもらう．その後，避難所の市役所職員によって PC 上の

ソフトウェアに情報が入力される．この情報が入力された

ファイルは各避難所から災害対策本部へメールで送信され

る．その後本部において各避難所の情報を統合し，避難所
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や福祉系の部署など情報を必要とする部署・施設等と共有

を行う．なおこの訓練以外にも，住民への案内など避難所

運営に関する業務も行われたため，この訓練には十分な時

間をかけることができなかった．しかし，これは実際の災

害と同様の状況であり，こうした観点ではより現実的な訓

練が行えたと考えられる．訓練終了後，４ヶ所の各避難所

で利用者に対してインタビューを行った．インタビューに

当たっては研究室の学生４名を各避難所へ訓練開始当初か

ら派遣し実施している．これによって訓練最中の状況を観

察でき，また訓練直後に記憶が残っている状態で利用者の

意見を獲得することができる．なおインタビューでの質問

項目は利用者の「語り」を重視するため，半構造化法によ

って行った．図 1, 図 2 で実際の訓練の様子を，表 1 にイ

ンタビューで用いた質問項目を示す． 

 

図 1 住民による登録シートの記入の様子 

 

図 2 市役所職員によるデータ入力の様子 

 

表 1 アンケート調査で用いた質問項目 

1-1 

避難者情報の管理が現状でどのように行われ

ることになるか知っていますか？ 

 

1-2 
知っていれば，上記の方法で問題だと感じると

ころはありますか？ 

1-3 

もしあれば，どのような対処方法がありうると

考えますか？ 

 

2 訓練を通して，避難者情報の管理において，こ

のシステムを用いるメリットとして感じたこ

とがあれば教えてください． 

3 
訓練を通して，システムへの疑問や改善点があ

れば教えてください． 

4 
実際の災害時に避難所であなたがこのシステ

ムを運用することができそうですか？ 

5 

避難者情報を情報システムで管理する場合，ど

のようなシステムがあれば良いと思います

か？ 

4.2 避難者情報管理ソフトウェア 

 提供したソフトウェアの機能はユーザの需要性を考慮し，

Microsoft Excel 上にて VBA（Visual Basic for Applications）

によって実装した．実装した機能に関しては，避難者情報

の入力，また各ファイルの情報を１つのファイルに集約す

る統合の２点で，訓練で用いる最低限の機能のみを実装し

た．入力のインターフェイスについては，枚方市で運用さ

れている避難者名簿（図 3）をそのままの形で表示される

ようにしている．入力画面の一部を図 4 に示す．また扱う

データについても避難者名簿に準拠した． 

 ソフトウェアの仕様に関しては，基本的に枚方市危機管

理課の担当者の要求に基づいた．また訓練実施までにデモ

を見せ，要求通りのソフトウェアであることを確認してい

る． 

 なお，訓練実施前にソフトウェアの操作の研修会を利用

予定のユーザに対して実施した． 

 

図 3 避難者名簿（一部） 
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図 4 入力画面（一部） 

4.3 ソフトウェアの実用性の検証と問題原因の分析 

  

表 2 インタビューから得たソフトウェアに対する批判的

な意見 

カテゴリ 意見 

ユーザインターフェイス 
入力が難しい．時間がか

かる．———① 

可用性 
停電時にどうなるのか 

———② 

機能 

世帯 ID，世帯主名で検索

して情報を修正，削除で

きると良い．時間が経過

するに従い帰っていく人

が出てくるが，人の出入

りが多い状況下で使える

のか 

———③ 

メールで送らずにリアル

タイムで反映されれば良

い———④ 

運用 

1 人で入力しきれない．

実際の災害時に入力して

いる時間はないのでは． 

———⑤ 

 

表 3 質問項目 4 に対する回答 

避難所 意見 

避難所 A 可能 

避難所 B 
難しい．多忙な状況で手間

がかかる． 

避難所 C 
上記のこと（表 2③・④）

が改善されれば可能 

避難所 D 
入力には時間がかかりそ

う．運用はできるかもしれ

ないが，入力が必要なデー

タの量・質による． 

 

まず，提供した避難者情報管理ソフトウェアの実用性につ

いて検証する．インタビューをもとに作成した表 2 では，

ソフトウェアに対する批判的な意見を取り上げているが，

一方で，ソフトウェアに対する肯定的な意見も存在した．

これらを総合した評価を質問項目４においてその意見を得

た（表 3）．これから分かるように，４箇所の避難所のうち

３箇所から実運用に否定的な意見が得られた．この意見は

表 2 で示された意見が根拠となっていると考えられる．今

回構築したソフトウェアは訓練用であり，最低限の機能し

か備えていなかったために，表 2 の機能に関する批判意見

が出されたと考える．ゆえに，十分な機能を備えていれば，

運用に前向きな意見が得られていた可能性も考えられる．

しかし，インターフェイスや運用に関する意見などは，そ

うした機能を備えていたとしても，防ぐことはできなかっ

たのではないかと考える．特に運用に関する意見は全ての

避難所で聞かれており，利用者としては重大な問題であっ

たことがうかがえる．そのため，最低限の機能しか備えて

いなかったことを考慮しても，発注者の要求通りに構築し

たソフトウェアでは実運用に近い環境で運用すると高い満

足度を得られないということが確認されたと言える． 

次に，表 2 における各発言の背景と原因について述べ，災

害情報システムの運用上のリスクの抽出を行う．なお本報

告では，運用上のリスクとはシステムやソフトウェアにお

いて期待通りの運用を阻害する要因となるものを指す． 

発言①の背景として，インタビュー実施者から，パソコン

操作に不慣れな職員が入力に手間取っていたことが報告さ

れている．提供したソフトウェアの構築時に想定していた

操作スキルレベルと，実際の利用者のレベルとの乖離があ

ったことが原因だと考えられる．この場合，UI をより低い

レベルの操作スキルに合わせることが考えられるが，しか

しそうすることによって，一定の操作スキルを持つ利用者

にとっては不便な UI となってしまう可能性がある．その

ため，想定される利用者のスキルレベルに合わせることが

有効であるが，実際の災害時には，被害を受けたり，また

他の業務を担ったりなどの理由によって想定していた利用

者が実際の利用者にならない可能性が高い．その場合，今

回と同様の意見が出て，システムが利用されないといった

問題が発生しうる．故に，災害時に利用されるソフトウェ

アは合わせるべき利用者のスキルレベルを確定できず，こ

れは運用上のリスクとなり得る． 

②は災害時の停電で PCが稼働させられない状況を想像し

て呈された疑問である．電力やネットワークなどインフラ

の欠如も災害情報システムの運用上のリスクである． 

③についても，実運用を想定した際の不安や疑問である．

しかしこうした機能の必要性については事前に認識してお
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り，開発時間の制約から意図的に機能として盛り込まなか

った背景がある．また，この「人の出入りが多い」という

のはリスクではなく，システムの開発過程において前提と

なるものである．そのため本研究では運用上のリスクとは

捉えない． 

④は，多忙な状況の中で，メールで本部にファイルを送信

するのが大きな負荷だと感じていたことが背景にある．こ

のようにシステムが業務の効率化に繋がらないと感じられ

てしまうと，システム上で行われるべき業務が省略され，

システムの運用そのものが難しくなる可能性がある．今回

の例をもとに示すと，避難所から避難者の情報がメールで

送られなくなり，本部で避難者が把握できなくなるといっ

たことである．このように，通常時に用いられるシステム

では問題とならないが，災害時の多忙な状況では，そのシ

ステムの問題が顕在化する可能性があり，これも運用上の

リスクと捉えられる． 

⑤の意見の背景には，避難者からの大量の名簿の提出があ

る．今回の訓練では入力が 1 人の職員によって行われてお

り，インタビュー実施者の報告からでは，提出された名簿

を処理しきれなかったことが明らかになっている．災害時

におけるシステム・ソフトウェアの運用環境を予測するこ

とは非常に困難であり，どの程度の処理が求められ，どの

程度のリソースを確保できるかは災害が起こらなければ分

からない． 

 これらのことから，枚方市総合防災訓練におけるインタ

ビュー調査から抽出された災害情報システムの運用上のリ

スクは，⑴対象とするべきスキルレベルの不明，⑵インフ

ラの喪失，⑶システムの非効率性の顕在化，⑷運用の不安

定性とする． 

また，インタビューには挙げられていないが，今回のソフ

トウェアの構築を通して認識されたリスクも存在する．ま

ず，⑸要求の不確実性である．①にも関連するが，災害が

発生してからでなければ明らかにならないシステム・ソフ

トウェアの要求は多岐にわたる．①にあるようなユーザイ

ンターフェイスだけでなく，新たな業務の発生や，業務フ

ローの変化などが起こりうるため，これに対応する機能変

更などが必要になる．こうした対応を行わなければ，シス

テムが利用者に高い満足度を与えられることはない．次に

⑹システム評価の曖昧性である．通常の情報システムであ

れば要求が定まっているため，妥当性確認などのプロセス

でそれに対する仕様を備えているか検証することで評価を

行うことができる．しかし災害情報システムの場合は，⑸

で述べたようにシステムの要求が災害時まで定まらないた

め，こうした評価結果は曖昧なものとならざるを得ない．

そのため，そのシステムが正しい成果物であるのかどうか

は，災害が発生する前には明らかにすることができない．

そして最後に⑺データ定義の不確定性が挙げられる．本研

究の避難者情報管理ソフトウェアは Excel 上で実装してい

るが，情報を各シートに分割するなどしてリレーショナル

データベースのような形で情報を管理している．このスキ

ーマを定義するにあたっては，ER 図などで設計を行うこ

とが一般的である．今回は避難者名簿を元に ER 図で設計

を行なったが，名簿の様式に従うと，どこに帰属するかが

不明な情報がいくつか見られた．また避難者名簿において

もなぜその情報を収集するのかが不明な項目や，収集して

もほとんど価値がないと思われる情報の項目が見られた．

このような用紙に基づいて DB を構築すれば，実運用の中

でスキーマを大幅に改変しなければならない可能性があり，

その場合データベースを新たに構築しなければならないと

いった事態も考えられる．これらのことから本研究では，

⑴-⑺を災害情報システムの運用上のリスクとして規定し，

既存知識において対応されているか確認を行う． 

5. 既存知識における検証 

 この章では 4.3 で明らかにした災害情報システムの運用

上のリスクが既存のシステム・ソフトウェア開発の一般的

な知識である知識体系等において対応する知識が存在する

かどうかを確認し，その結果を記す． 

5.1 知識体系 

 知識体系とは，専門領域において広く一般的に認められ

た概念，用語，技法などが知識として体系的に整理された

文書である．現場での実践者や経営者など，その知識を必

要とする者に対して作成される．本研究で活用した知識体

系は要求工学知識体系（REBOK）[9]，ソフトウェアエン

ジニアリング基礎知識体系（SWEBOK）[10]，ソフトウェ

ア品質知識体系ガイド（SQuBOK）[11]，そしてデータマ

ネジメント知識体系ガイド（DMBOK）[12]である．REBOK

はビジネス，システム，ソフトウェアのスコープで要求の

獲得から定義までのプロセスに対応している．SWEBOK は

ソフトウェアのスコープで，ソフトウェアエンジニアリン

グ全般，すなわち要求の獲得から保守までのプロセスに対

応しており，さらにエンジニアにとって基礎となる知識に

関しても規定されている．SQuBOK も同じくソフトウェア

のスコープで，要求獲得から運用までのプロセスに対応し

ており，品質という観点からその知識が規定されている．

DMBOK は組織がデータマネジメントを正しく遂行するた

めに必要となる考え方や概念，技法などについて記述した

ものである． 

 本研究では対象がソフトウェアとなるため，SWEBOK, 

SQuBOK のソフトウェアに関係する BOK を参照した．ま

た，どのようなシステム・ソフトウェアを構築するかとい

う要求定義に関する知識も必要であると考え，REBOK を

参照した．さらに，抽出されたリスクでデータに関するも

のがあったため，データマネジメントを扱う DMBOK を参

照資料とした． 
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5.2 各知識体系における検証 

 4.3 で定義したリスク⑴-⑺が，上記知識体系においてど

のように対応がなされているか検証を行った．検証におい

ては，まず各リスクに対して有効だと考えられる対応を仮

定する．そしてその対策が存在すると思われる各知識体系

の箇所を参照し，知識の存在を確認した．リスクとその対

応，また知識体系の中で関連した箇所を表 4 に示す． 

 ⑴から順に参照した結果を述べる．⑴想定外のユーザへ

の UI の不適合に対する対策として，事後的に要求を獲得

することを前提とした UI の設計手法が考えられる．これ

に対応する箇所として REBOK3 章要求獲得を参照したが，

そうしたこと 

は想定されていない．また SWEBOK のインターフェイス

設計に関する箇所では，ユーザが設計時に定まっているこ 

表 4 運用上の各リスクに対する対策とそれに対応する知識体系の関連箇所 

とが前提となっており，ユーザが定まらないケースについ

ては想定されていない．また SQuBOK の使用性に関する箇

所でも有用な知識は見当たらなかった．よって，このリス

クに対して有用となる知識等は発見されなかった．⑵イン

フラの喪失に対しては，事前にどのような被害が起こるか

を想定し，冗長化などのその対策を策定しておくことが考

えられる．こうした手法はこれまで随所で議論されてきた

ことであり，多くのシステムで既に行われている．SQuBOK

においてはインシデントマネジメントや問題マネジメント

によって取り扱うことが可能である．また知識体系の知識

以外にも，BCP（事業継続計画）の中で対応がなされる．

⑶のリスクには，システムの企画時にシステム化する業務

の範囲を作業量などの観点から，検討・合意することが有

効だと考えられる．REBOK3.7 実現すべき将来システムの

モデル化は，人間系を含めた将来のシステムをモデルによ

って可視化し，それをステークホルダー間で検討・合意す

リスク 考えられる対応 関連箇所 

⑴対象とするべきス

キルレベルの不明 

要求が事後的に得られることを想定

し，ユーザを設定しない要求獲得や UI

の設計手法が存在する． 

REBOK 3 要求獲得 

SWEBOK 2.4 インターフェイス設計 

SQuBOK  3.13 使用性 

⑵インフラの喪失 
予め事態を想定し，対応を策定してお

く． 

SQuBOK 2.21 運用のマネジメント 

⑶システムの非効率

性の顕在化 

システムの企画段階で作業量や時間の

観点からシステム化の範囲について検

討・合意する． 

REBOK 3.7 実現すべき将来システムのモデル化 

REBOK 4.4 要求の優先順位づけ 

⑷運用の不安定性 
処理の要求やリソースの変動に対応し

た運用の設計が行われる． 

SQuBOK 2.21 運用のマネジメント 

⑸要求の不確実性 

要求の不確実性を評価する． REBOK 6.3 要求評価 

—JIS 31000:2010 (ISO 31000)  

SWEBOK11.2.5 不確実性および曖昧性の扱い 

要求の不確実性に対応する開発手法が

存在する． 

REBOK 3. 要求獲得 

SWEBOK 2. ソフトウェア設計, 7.ソフトウェアエン

ジニアリング・マネージメント, 9.ソフトウェアエン

ジニアリングモデルおよび方法 

SQuBOK 2.2 ライフサイクルプロセスのマネジメン

ト 

要求の変化を前提とした保守開発の手

法がある． 

SWEBOK 5. ソフトウェア保守 

—JIS X 0161(ISO14764) 5.1.2.1 保守計画及び保守手続 

SQuBOK 2.22 保守のマネジメント 

⑹システム評価の曖

昧性 

要求が定まらない状態で実施可能なテ

スト手法が存在する． 

REBOK 6.2 要求妥当性確認 

SWEOK 4. ソフトウェアテスティング 

SQuBOK 1.3.5 V&V, 2.19.1 プロダクト品質の分析・評

価, 3.8 レビューの技法, 3.9 テストの技法 

⑺データ定義の不確

定性 

DB 設計時にデータの入力元を精査す

る． 

REBOK 3. 要求獲得, 4. 要求分析, 5. 要求仕様化 

SWEOK 4. ソフトウェアテスティング 

SQuBOK 3.9 テストの技法 

DMBOK 5.2.2.1.2.2 既存文書の分析 
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るプロセスである．このようにモデルとして示し，共通の

認識を得ることは有用だと考えられるが，しかしそのモデ

ルの正当性の判断の手法等に関しては特に記載されていな

い．また REBOK4.4 要求の優先順位づけでは，実現すべき

要求の優先順位づけの手法に関して述べられている．これ

はどこまでをシステム化の範囲とするかの判断に当たる要

求の選択に関わる箇所であるが，コスト面からの判断手法

が中心であり，作業量などの観点から判断する手法につい

ては記載されていない．これらのことから，このリスクに

ついて本質的に対応可能な知識は上記知識体系には存在し

ていないと考えられる． 

 ⑷のリスクに対応する対策としては運用環境の変化に対

応する運用設計である．これに関連する箇所として

SQuBOK2.21 運用のマネジメントに記載されているキャ

パシティマネジメントが有効だと考えられる．キャパシテ

ィマネジメントとは「IT インフラストラクチャのキャパシ

ティが，最も高い費用対効果でかつタイムリーな方法で，

変化していくビジネス要件に確実にかつ継続的に適合させ

ていく活動である」と定義されている．ここでの対象とし

て，「サービスパフォーマンスに影響する人的リソース」が

挙げられており，需要に応じたリソース配置の計画を策定

可能だと考える．よって，これはリスク⑷に対して有効な

手法であると考えられる． 

⑸要求の不確実性に対して考えられる対策として，要求の

不確実性を評価し，それに基づいて開発・保守を行うこと

が考えられる．要求の評価に関しては REBOK 6.3 要求評

価が該当するが，ここではその手法が，リスクマネジメン

トの規格である ISO31000 に基づいて示されている．しか

しこの規格では，組織の状況の確定が全てのマネジメント

プロセスの前提に行われるため，災害が発生するまで組織

の状況が確定しないような災害情報システムの場合は活用

できない．また SWEBOK 11.2.5 要求の不確実性および曖

昧性の扱いにおいて要求の不確実性への対応について述べ

られているが，そこではこのような開発段階では明らかに

ならない不確実性が想定されていない．よって要求の不確

実の評価に関する知識等は存在していない．また，要求が

不確実であることを前提とした開発手法等についても調査

した．しかし，REBOK では要求が全て獲得されることが

前提となっている．またSWEBOKの関連箇所においても，

そのような設計・開発手法についてはみられなかった．ま

た SQuBOK においても同様であり，これらに有用な知識は

見当たらなかった．このリスクの対策としてはさらに保守

のプロセスで要求の変更や発生を前提として対応すること

が考えられる．これに対応するものとして，SWEBOK 5.

ソフトウェア保守における適応保守の概念が該当する．適

応保守は「引渡し後，変化した又は変化している環境にお

いて，ソフトウェア製品を使用できるように保ち続けるた

めに実施するソフトウェア製品の修正」[10]と定義されて

おり，災害時の状況と合致する．しかし，これをどのよう

に実現するかの手法等に関しては，特に記述がなされてい

ない．またこの項目で参考文献とされている ISO14764（JIS 

X 0161 を参照）においても，適応保守の具体的な実現方法

については述べられていない．だが一方で，6.8.2.1 ソフト

ウェア要求分析において，保守性向上のため，将来変更が

起こり得るインターフェイスの要求などを仕様書に記述し

ておくことが推奨されている．これは未知の要求に対して

有効な手段と考えられる．これらのことから，⑸のリスク

に対しては，部分的に有用な知識は見られたが，根本的な

解決となるような知識は見当たらなかった． 

 ⑹システム評価の曖昧性については，部分的な評価を行

うなど，要求の不確実性を前提とした評価手法が必要だと

考えられる．しかし，SWEBOK ではそのような手法に関し

ては取り上げられていない．テスト技法についてより詳細

に規定されている SQuBOK においても，要求が定まったプ

ロダクトの評価方法について述べられており，不確実な要

求に対応したものは存在しない． 

⑺に対応することとして，要求通りに DB を設計するので

はなく，その要求を検証することが考えられる．しかし，

REBOK の中では要求の検証は上位のスコープの要求との

整合性を確認するといった手法であり，ここでの対応は最

上位であるビジネス要求を検証する必要があるため，有用

でない．また SQuBOK ではデータベースのテストに関する

トピックが存在するが，あくまで完全性を検証する目的で

あり，スキーマの正当性を評価するものではない．さらに，

DMBOK では論理モデル構築のための作業として，既存文

書の分析が挙げられており，これに基づいた作業結果が「正

確かつ最新であること」を該当分野の専門家によって検証

されることが示されている．しかし，特に災害時において

は，情報が不正確であったとしても明確な目的があればそ

れが大きな価値を持つことが有りうる．そのため，「正確か

つ最新」であることを検証するだけでは不十分であり，そ

の目的についても検証する必要がある． 

これらを整理すると，既存の知識体系で対応しているリ

スクは⑵インフラの喪失，⑷運用の不安定性となる．これ

ら以外のリスクについては，⑸要求の不確実性のように部

分的に対応しているものは存在したものの，その解決につ

ながるような知識等については確認されなかった．故に，

災害情報システムの運用上のリスクに対してシステム・ソ

フトウェア開発上の一般的な知識では，対応ができないこ

とが明らかとなった．そのために，災害時に活用されない，

また当初の期待に対して十分に応えられていないという問

題が解決されないまま現在まで存在していると考えられる． 

6. 今後の課題 

 本報告では，要求通りに構築されたソフトウェアが，実

運用に近い環境でも利用者から多くの問題が指摘されるこ
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とが確認された．また，インタビュー調査から抽出された

運用上のリスクにおいては，既存の知識体系では殆ど対応

する知識等が存在しないことが明らかとなった．本研究の

目的である，実践ガイドを構築するために，以下の課題が

存在している．まず，検証を行うリスクと参照文献の拡大

を行う．今回は枚方市総合防災訓練のインタビュー結果か

ら得られたリスクを対象とした，今後は過去の論文等で見

られたリスク，また有用な知見について検証する．そして

その後，この検証結果について有識者からヒアリングを行

うなど，妥当性を確認する．その上で今回構築したソフト

ウェアや訓練の状況などを対象に，その適用事例を実践ガ

イドとして整理する．また可能であれば，これに基づいて

ソフトウェア等を構築し，再度利用者に対するインタビュ

ーを行って有効性の検証を行う予定である． 
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